
 

 

 

【参考資料】 

湯河原町議会委員会条例の一部を改正する条例新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

第１条の２ （略） 

２ （略） 

３ 前項の委員の任期については、第

２条の規定を準用する。 

第３条 特別委員会は、特定の事件を

審査又は調査する場合に限り設け

るものとし、第４条から第６条まで

に規定する場合を除き、その特別委

員会の名称、付議すべき事件及び委

員の定数は、その都度議会の議決に

より定める。 

第 24条の２ （略） 

２ （略） 

３ 参考人については、第22条、第23

条及び第24条の規定を準用する。 

別表（第１条関係） 

名称 所管事項 定数 

総務文
教・福
祉常任
委員会  

秘書広報室、デ
ジタル推進室、
地域政策課、財
政課、総務課、
税務収納課、介
護課、住民課、
保健センター、
こども支援課、
社会福祉課、教
育委員会、選挙
管理委員会、固
定資産評価審査
委員会及び監査
委員の所管に属
する事項その他
他の委員会に属
さない事項 

（略） 

環境・
観光産
業常任
委員会  

まちづくり課、
土木課、観光課、
農林水産課、環
境課、水道課、
温泉課、下水道
課、消防本部及
び農業委員会の
所管に属する事 

（略） 

第１条の２ （略） 

２ （略） 

３ 前項の委員の任期については、次

条の規定を準用する。 

第３条 特別委員会は、特定の事件を

審査又は調査する場合に限り設け

るものとし、次条から第６条までに

規定する場合を除き、その特別委員

会の名称、付議すべき事件及び委員

の定数は、その都度議会の議決によ

り定める。 

第 24条の２ （略） 

２ （略） 

３ 参考人については、第22条、第23

条及び前条の規定を準用する。 

別表（第１条関係） 

名称 所管事項 定数 

総務文
教・福
祉常任
委員会  

秘書広報室、地
域政策課、財政
課、総務課、税
務収納課、介護
課、住民課、健
康こどもみらい
課、社会福祉課、
教育委員会、選
挙管理委員会、
固定資産評価審
査委員会及び監
査委員の所管に
属する事項その
他他の委員会に
属さない事項 
 
 

（略） 

環境・
観光産
業常任
委員会  

防災安全課、ま
ちづくり課、観
光課、農林水産
課、環境課、上
下水道課、温泉
課、消防本部及
び農業委員会の
所管に属する事 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

 項並びに地方公
営企業に関する
事項 

 

 

 項並びに地方公
営企業に関する
事項 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から

施行する。 

 


